
  

関東運輸局 

令和５年９月 

 

運行管理者資格者証交付申請について（試験合格者の方） 

 

 

１．申請期間 

・交付申請は合格の日から３ヶ月以内に行ってください。 

・申請書類等の提出が３ヶ月を過ぎると、資格者証の交付ができません。 

 

２．申請書類等 

①運行管理者資格者証交付申請書 

（１）必要事項を記入してください。（記載例は試験結果通知書に同封） 

（２）２７０円分の収入印紙を貼付してください。（郵便局やコンビニで購入できます。） 

   例）２００円×１、５０円×１、１０円×２ 

２７０円分以上でも可とします。ただし、超過分の返付はできませんので「過納承認」と 

記載の上、署名または押印してください。 

 

②住民票の写し等（下記のいずれか）※証明書貼付用紙に貼付してください。 

・住民票の写し（マイナンバーが記載されていないもの。） 

・戸籍抄本の写し 

・自動車免許証（コピー可） 

 

③運行管理者試験結果通知書 ※証明書貼付用紙に貼付してください。 

 ・原本（バーコード部分は切り取らないでください。） 

 

３．申請方法 

・上記申請書類等を最寄りの運輸支局 検査・整備・保安部門へ申請してください。 

・郵送による申請については各運輸支局にご相談ください。 

・資格者証の交付を郵送により受ける場合は、Ａ４サイズが入る返信用封筒及び切手（※） 

又は、レターパック（郵便局ホームページ参照）をご準備ください。 

・受取先の郵便番号、住所、氏名等はあらかじめ記載してください。 

 

※簡易書留：４９０円分 

 重量等により上記料金を超過する場合には必要分の切手を貼付してください。 
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②身分証等 

③試験結果通知書   

        

①交付申請書 ④返信用封筒 

受取先は 

あらかじめ記入 
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https://www.post.japanpost.jp/service/letterpack/flow.html#main


  

 

 

 

関東管内運輸支局一覧 

 

運輸支局名 郵便番号 

所在地 

電話番号 

（ ）内はガイダンス番号 

東京運輸支局 〒140-0011  

東京都品川区東大井1－12－17  

０３－３４５８－９２３１（３） 

神奈川運輸支局 〒224-0053  

神奈川県横浜市都筑区池辺町3540  

０４５－９３９－６８００（３） 

埼玉運輸支局 〒331-0077  

埼玉県さいたま市西区大字中釘2154-2 

０４８－６２４－１８３５（３） 

群馬運輸支局 〒371-0007  

群馬県前橋市上泉町399-1 

０２７－２６３－４４４０（３） 

千葉運輸支局 〒261-0002 

千葉県千葉市美浜区新港198 

０４３－２４２－７３３６（１） 

茨城運輸支局 〒310-0844  

茨城県水戸市住吉町353 

０２９－２４７－５３４８（３） 

栃木運輸支局 〒321-0169 

栃木県宇都宮市八千代1-14-8 

０２８‐６５８‐６１２３ 

山梨運輸支局 〒406-0034 

山梨県笛吹市石和町唐柏1000-9 

０５５－２６１－０８８２ 

 

※注意事項 

１．申請を受理してから交付までは、窓口申請、郵送問わず1 ヶ月程度かかります。 

書類に不備があった場合は、受理できません。 

２．（公財）運行管理者試験センターの支援サービスご利用の方は、 

試験センターにおたずねください。 

 

 

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_tokyo/index.html
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_kanagawa/index.html
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_saitama/index.html
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_gunma/index.html
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_chiba/index.html
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_ibaraki/index.html
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_tochigi/index.html
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_yamanasi/index.html

